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✧ 届出の時期 

 

  この届出制度の対象となる保管を行う場合は、事前に届出書を提出します。 

  ただし、非常災害のための必要な応急措置として保管を行う場合は、保管をした日か

ら起算して 14日以内に届け出ることになっています。 

 

  また、届け出た内容を変更しようとする場合に提出する変更届は事前に、届け出た場

所での保管をやめる場合に提出する廃止届は保管をやめた日から 30日以内に提出してく

ださい。 

 

 

✧ 提出窓口 

 

 

  届出の提出先は、保管場所の区域を所管する下記の各事務所です。 

提出先 住所及び電話番号 所管区域 

県西環境森林事務所 

環境部 環境対策課 

〒321-1263 

日光市瀬川 51-9 

   0288-23-1000 

鹿沼市、日光市 

県東環境森林事務所 

環境部 環境対策課 

〒321-4305 

真岡市荒町 116-1 

   0285-81-9002 

真岡市、上三川町、益子町、 

茂木町、市貝町、芳賀町 

県北環境森林事務所 

環境部 環境対策課 

〒324-0041 

大田原市本町２丁目 2828-4 

   0287-22-2277 

大田原市、矢板市、那須塩原市、 

さくら市、那須烏山市、塩谷町、 

高根沢町、那須町、那珂川町 

県南環境森林事務所 

環境部 環境対策課 

〒327-8503 

佐野市堀米町 607 

   0283-23-4445 

足利市、佐野市 

小山環境管理事務所 

環境対策課 

〒323-0811 

小山市犬塚 3-1-1 

   0285-22-4309 

栃木市、小山市、下野市、壬生町、 

野木町 

 ※ 宇都宮市内に保管場所を有する場合は、宇都宮市廃棄物政策課（TEL：028-632-2928） 

   までお問合せください。 

 

 

 

２ 届出書を提出する時期や窓口について 
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様式第二号の四 

 

産業廃棄物事業場外保管届出書 

〇〇年〇月〇日 

 栃木県知事        様 

                  届出者 

                   住 所  宇都宮市塙田一丁目 1-20 

          氏 名  〇〇建設株式会社 

                         代表取締役  栃木 一郎 

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号  028-623-3154 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律           の規定により、関係書類及び図面

を添えて届け出ます。 

保

管

の

場

所

に

関

す

る

事

項 

所 在 地  栃木市神田町６－ｘ 

面 積 ３６０  ㎡ 

保管する産業廃棄物の種類 木くず、金属くず、がれき類 

積替えのための保管上限又は 

処分等のための保管上限 
      ３００  ㎥ ・ ｔ 

屋外において容器を用いずに 

行 う 保 管 の 有 無 

（保管を行う場合にあっては 

規則第 1 条の 6 の規定の例に

よる高さのうち最高のもの） 

有    ・    無 

 

   ２．５   m 

保 管 開 始 年 月 日 〇〇年〇月〇日 

備考 
積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限には、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行令第 6 条第 1 項第 1 号ホ又は第 2 号ロ(3)の規定により保管することができる産業廃棄

物の数量を記入すること。 

 

第 12条第 3項前段 

第 12 条 第 4 項  

５ 記載例 








